
 
 

基登 第 0218001 号 

平成 1 5 年 2 月 1 8 日 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長   

( 公 印 省 略 ) 

監督指導業務の 運営に当たって 留意すべき事項について 

平成 15 年度における 監督指導業務の 運営に当たっては、 従来から指示してきた 事項に 

加え、 ・特に下記に 示したところに 留意の上、 実効あ る行政の展開に 遺憾なきを期された 
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Ⅰ 監督指導業務を 推進するに当たっての 基本的認識について 

(1) 厳しい経済情勢 干 における、 事業の再編や 社会的影響の 大きい企業倒産の 増加に伴 

い、 人員削減や労働条件の 引下げ等の動きが 多くみられる。 このような事態は、 ともす 

ると直接に労働基準関係法令違反を 惹起させることがあ るとともに、 企業の労務管理 

や 安全衛生管理にも 影響を及ぼすことによって 、 新たに法定労働条件の 履行確保上の 

問題を発生させることにもなる。 また、 労働者にとっては、 労働環境がますます 厳しく 

なる中において、 自らの労働条件の 確保・改善をいかに 図っていくかが 今まで以上に 

大きな関心事となってきている。 

労働基準監督機関 ( 以下「監督機関」という。 ) においては、 従来から多様な 行政 課 

題を抱えているが、 厳しい定員事情も 念頭に置きっ っ 、 上記のような 状況を背景に 、 現 
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在 、 特に力点を置いて 取り組むべき 重要な課題を 的確に選定し、 重点指向に登した 行政 

展開を図ることが 一層重要となってきている。 

このため、 監督機関としては、 次の点を重点課題として 積極的かっ効果的に 行政を展 

開していくこととする。 

ア もとよりいかなる 経済情勢 下 においても法定労働条件は 確保されるべきものであ 

るが、 特に最近においては、 解雇、 賃金不払い、 いわゆるサービス 残業を背景にした 

長時間労働などに 関する申告・ 相談や情報が 増加しており、 これらの問題解決に 係 

る 監督機関への 期待が大きい 現状を踏まえ、 これに的確に 応えるべく、 申告・相談に 

対する迅速・ 的確な対応と 一般労働条件の 確保・改善を 重点課題とすること。 

イ 労働災害の発生状況をみると、 長期的には減少傾向にあ るものの、 今なお年間 

1, 7 0 0 人近い労働者が 労働災害により 死亡し、 重大災害の発生は 年間 2 0 0 件前 

後で推移している。 また、 従来は労働安全衛生管理が 総じて的確に 行われていると 考 

えられていた 大企業においても、 一部において 安全衛生管理部門の 縮小、 安全衛生 管 

理 活動の減退等に よ る安全衛生管理水準の 低下が懸念される 状況にあ る。 このよう 

な状況を踏まえ、 死亡・重大災害の 防止を重点課題とすること。 

ウ 脳血管疾患及 び 虚血性心疾患に 係る労災認定等の 状況をみると、 今後、 過重業務に 

より業務上と 認定されるものの 増加が懸念されるところであ り、 長時間労働対策と 

健康確保対策の 両面からの対応が 必要となる過重労働対策を 重点課題とすること。 

(2) 規制改革の推進に 伴 う 事前規制の緩和においては、 新たなリスクの 発生の懸念を 払 

拭する必要があ り、 そのため「事後監視・ 監督 J ( 以下「事後チェック ユ という。 ) が 重 

要 となるが、 監督機関は、 規制改革の観点からみれば、 この「事後チェック」機能の 役 

割を担うものであ る。 

規制緩和が推進される 申で、 トラック事業の 営業区域規制の 撤廃等に伴い 長時間 労 

働の増加等、 労働条件上の 間 題 が生じてくることも 懸念される。 限られた主体的能力を 

もって各種分野に 適切に対応をしていくためには、 これまで以上に、 企業の自主的な 労 

働 条件の確保・ 改善に向けた 努力を促進するとともに、 問題が認められる 対象に対し 

ては、 的確な監督指導を 行い、 厳正な対応を 図っていくことを 基本に行政を 展開してい 

くことが重要となっている。 

2
 



2  年間監督指導計画の 策定について 

上記 1 の基本的認識を 踏まえ、 重点課題に留意して、 次に示すところにより、 平成 

1 5 年度の年間監督指導計画を 策定すること。 

(1) 臨検監督は、 監督機関の諸活動の 中でも中核をなすものであ るため、 年間監督指導 

計画の策定に 当たっては、 臨検監督に投入する 業務量を最大限確保すること。 

このため、 年間監督指導計画の 策定に当たって、 申告・相談業務の 急増に対応するた 

め 、 これに要する 業務量の確保について 検討する場合においては、 ①まず、 各種庁内業 

務の効率化を 図ることによって、 申告・相談業務に 充てる業務量を 創出するよ う 努め 

ること、 ②その上で、 労働基準監督署 ( 以下「 罰 という。 ) の年間監督指導計画にお 

ける「その他」の 業務の必要性を 精査し 、 明らかに削減できない 業務を除き、 優先度を 

考慮して当該業務の 削減を行 う こと、 ③それでもなお 申告・相談に 充てる業務量が 不 

足すると考えられる 場合にほ、 部外からの要請による 集団指導等、 署が主体的に 計画し 

ない 庁外 活動への投入業務量を 削減することにより、 臨検監督業務量の 確保を図るこ 

と 。 

(2) 年間監督指導計画の 策定に当たっての 業務量配分については、 署においては、 自署 

管内の行政需要を 的確にとらえ、 これに応じて 必要な重点対象を 選定し、 的確な業務量 

配分を行 う 必要があ る。 一方、 都道府県労働局 ( 以下「 局 」という。 ) においては、 特 

に 重点として対策を 推進する課題については、 局 全体の年間監督指導計画におけるお 

およその投入業務量の 方針をできる 限り明確にした 上で、 各署の年間監督指導計画の 

総体がこの方針を 具現化したものになるよう 指導調整することが 必要であ る。 したが 

って 、 局の指導調整に 当たっては、 各署の管内事情に 大きな相違があ る場合には、 この 

方針に基づく 業務量配分を 各署に対して 画一的に実現することを 求めることは 適切で 

はなく、 各署の実情をよく 見極めた上で、 全 署の年間監督指導計画の 総体が最終的に 局 

の方針に沿ったものとなるよう、 全 署の年間監督指導計画の 業務量配分について 必要 

な指導調整を 行うこと。 

また、 技術的・専門的見地からの 個別指導を実施すること 等を内容とする 安全衛生 

業務運営要領を 別途指示することとしているので、 年間監督指導計画と 年間安全衛生 

業務計画とのより 一層の有機的な 連携を図ること。 

(3) 年間監督指導計画に 対する局の指導調整に 当たっては、 各署から提出された 計画案 

を、 署 ごとに単独で 検討するにとどまらず、 局内の斉一性を 確保した的確な 監督指導 計 
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画を策定するた や、 例えば、 特段の理由がないにもかかわらず、 同一の重点対象に 係る 

1 件当たりの必要な 計画業務量が 各署ごとに異なっていないか、 又は労働災害発生俘 

数と 災害 時 監督の比率が 署ごとに大差がないか、 などの観点からも 各署の計画案の 比 

較検討を行い、 必要な指導調整を 行 う こと。 
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企業倒産、 事業場閉鎖等が 多くみられることから、 これらの事業場に 対しては、 5l き 

続き、 法定労働条件の 履行確保を図るため、 迅速かっ適切な 対応を行 う こと。 この場 

合 、 必要に応じ「労働債権 確保のための 手引」等を活用して 労働債権 に係る法的手続の 

情報提供を行 う こと。 

なお、 大型の企業倒産事案等については、 別途指示するところにより、 的確な対応を 

図ること。 

未払 賃金上替 払 制度については、 労働者の速やかな 救済を図る観点から、 引き続き迅 

速かつ適正な 処理に努めること。 

(2) 申告・相談に 対する的確な 対応 

ア 申告・相談については、 引き続き、 平成 6 年 3 月 1 6 日付け 基 登第 1 40 号「 解 

雇 、 賃金不払に対する 対応について」に 基づき、 窓口においては、 労働者の置かれて 

いる状況に意を 払い、 その内容について 十分耳を傾け、 懇切丁寧な対応に 心がけると 

ともに、 申告については、 早期着手と組織的な 対応方針の決定等により 迅速、 的確な 

処理を図ること。 

イ 労働者の家族等から 寄せられる情報については、 労働基準法第 1 04 条に規定さ 

れる申告に該当するものではないが、 その内容から 労働条件確保上の 間 題 が推 誌 さ 

れる場合には、 申告に準ずる 監督権 限発動の有力な 契機として取り 扱い、 当該情報に 

基づく的確な 監督指導を実施すること。 

ヴ 労働条件の引下げ 等民事的な事項に 係る相談については、 引き続き、 個別労働紛争 

解決制度の教示等を 行 う こととするが、 平成 1 5 年度から個別労働紛争解決制度に 

係る事務は局総務部企画室において 一元的に処理されることになるので、 個別労働 

紛争を含む申告・ 相談への対応等については 別途指示するところによること。 

工 人事院勧告において 給与水準の引下げが 行われたことを 契機に、 人事院勧告に 準 
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挺 して賃金水準を 定めている企業において、 労働協約を破棄し、 賃金水準の引下げを 

行 う 事例が散見され、 中に は 破棄さ．れた 労働協約の効力について 争いが生じ、 当該 賃 

金の引下げが 労働基準法に 違反するとして 申告。 相談が行われるものも 認められる。 

このような場合、 破棄された労働協約の 効力については、 労働組合法第 1 5 条第 4 

頃 に抵触することが 明らかな場合を 除き、 監督機関において 判断できるものではな 

いため、 監督機関としては、 労働基準法違反の 有無を判断できないものであ る。 この 

ため、 この種の事案について 申告・相談がなされた 場合には、 申告・相談者に 対し、 

上記の理由により、 当該労働協約の 効力が確定するまでの 間は、 具体的な処理は 行え 

ないことを説明し、 理解を求めること。 それでもなお 申告の受理を 強く求められた 場 

今 には、 これを受理することは 差し支えないが、 この場合であ ってもその処理は、 必 、 

要に応じ事実関係の 確認、 資料の収集を 行 う などにとどめること。 

4  一般労働条件の 確保・改善対策について 

一般労働条件の 確保・改善対策については、 平成 1 1 年 2 月 1 7 日付け 基 登第 7 0 

号 「今後における 一般労働条件の 確保・改善対策の 推進に関する 基本方針について」等 

に基づき、 引き続き積極的な 推進を図ること。 この場合、 上記通達で指示された 事項に 

加え、 次に示すところにより、 必要に応じ対策の 見直しを行い、 その効果的な 推進に努 

めること。 

(1) 一般労働条件の 確保・改善対策に 係る中長期計画 ( 以下「中期計画」という。 ) につ 

いては、 次の観点から 必要な点検を 行うこと。 

ア 新たな中期計画については、 その策定に当たって、 前次中期計画における 重点対象 

に 対する取組状況について、 単に監督指導における 法違反状況を 取りまとめるだけ 

でなく、 ①重点対象全体のどの 程度の割合について 監督指導等が 行われたか、 ②遵法 

水準はどのようなものであ ったか、 ③重大・悪質な 法違反は多いのか、 またその背景 

事情は何か 、 ④後戻りの懸念は 多 い のか、 ⑤なお残る問題点はどの 程度のものであ る 

のかなど、 できる限り多角的な 分析・評価を 行い、 前次中期計画の 行政実績を反映し 

たより効果的、 効率的なものとすること。 

イ 中期計画においては、 各年度ごとの 重点対象、 行政手法、 実施主体さらには 可能な 

ものについては 対象事業場の 概数を明確にした 上で計画的な 取組を行 う ・こと。 

ウ 
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5  労働時間に係る 監督指導等について 

(1) 労働時間管理の 適正化対策 

ア 労働時間管理の 適正化については、 平成 1 3 年 4 月 6 日付け 基 登第 339 号通達 

に 基づき、 引き続き、 「労働時間の 適正な把握のために 使用者が講ずべき 措置に関す 

6 基準」 ( 以下「労働時間適正把握基準」という。 ) について、 リーフレットを 活用す 

るなどにより 広く周知を行 う とともに、 監督指導においてその 遵守徹底を図ること。 

イ 
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(3) 週 4 0 時間労働制の 履行確保 

週 40 時間労働制の 履行確保を主眼とする 監督指導については、 これまでの監督 指 

導 結果から 週 40 時間労働 制未 達成事業場の 割合を分析し、 この割合が低い 場合には、 

対象事業場の 選定方法や対象事業場数等について 検討を行い、 実効あ る監督指導を 行 

うこと。 



(4) 企画業務型裁量労働 制 導入事業場への 対応 

6  過重労働による 健康障害防止のための 総合対策について 

    

        特に、 労働者が死亡した 事案であ っ 

て 、 使用者に改善意欲が 認められないなど 悪質な場合には、 司法処分も含め 厳正に対処 

すること。 

7  労働者の安全と 健康確保のための 監督指導について 

(1) 労働者の安全と 健康確保のための 監督指導の基本的対応 

平成 1 5 年度を初年度とする 第 10 次 労働災害防止計画を 基本として、 労働者の安 

全と 健康確保のための 対策を計画的かっ 積極的に推進する 必要があ るが、 このために 

は 、 管内における 労働災害の発生状況を 経年的な視点に 立って注視し、 労働災害発生件 

数とその経年的な 動向、 労働災害の内容等から 監督指導の重点対象を 的確に選定する 
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必要があ る。 監督担当部署においては、 これら重点対象に 係る問題点の 所在を踏まえ、 

これらに対する 労働災害防止対策を 推進する上での 監督指導の果たすべき 役割にっ ぃ 

て 検討を加え、 他の行政手法との 有機的な連携も 図りつっ、 実効あ る監督指導に 努める 

）と 」 。 

また、 従来は安全衛生管理が 総じて的確に 行われていると 考えられていた 大手製造 

業 においても、 死亡災害等の 重篤な労働災害が 連続して発生する 等の事例がみられる 

など、 厳しい経営環境の 中において安全衛生管理水準の 低下が懸念される 状況にあ る。 

た 、 当該監督指導に 当たっては、 例えば機械・ 設備に係る何らかの 法 違反 

が 認められた場合には、 当該 法 違反の是正を 勧告するにとどまることなく、 この ょう な   

法 違反状態が見逃されている 根本的な原因を 安全衛生管理体制や 安全衛生管理活動の 

面に鋭く踏み 込んで把握し、 その改善を迫るなど、 実効あ る監督指導に 努めること。 

(2) 建設業に対する 監督指導 

建設業については、 死亡・重大災害が 依然として多発している 現状を踏まえ、 引き続 

き、 平成 5 年 3 月 3 1 日付け 基発 第 2 1 4 号「建設業における 総合的労働災害防止対策 

の 推進について」に 基づき、 的確な監督指導の 実施を図ること。 
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監督指導を実施する 場合には、 これらの職業性疾病予防に 係る必要な指導も 併せて行 

う こと。 

さらに、 建設工事現場に 対する監督指導に 当たっては、 建設業附属寄宿舎の 設置の有 

無を確認、 し 、 建設業附属寄宿舎規程の 遵守状況について 的確な監督指導を 実施するこ 
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と 。 

(3) 総合的労働災害防止対策に 基づく監督指導 

粉じん作業を 有する事業場に 対する監督指導については、 別途指示する 新たな総合 

対策の一環としてこれを 実施すること。 

また、 粉じん、 プレス機械、 木材加工用機械等に 係る総合対策については、 安全衛生 

担当部署との 密接な連携を 図りつつ、 各種行政手法を 駆使して効果的に 展開して レペ 

必要があ ることから、 監督指導計画の 策定に当たっては、 これまでの総合対策の 実施状 

況や安全衛生担当部署が 実施する個別指導等との 役割分担を踏まえ、 監督指導によっ 

  て 対処すべき対象を 明確とした計画とすること。 

(4 ナ 健康障害防止対策の 推進 

健康障害防止対策については、 5l き 続き、 平成 13 年 3 月 3.0 日付け 基発 第 224. そ 

「今後の労働衛生対策における 監督指導等の 進め方について」に 基づき、 積極的な推進 

を図ること。 

エチレンオキシドを 製造し、 又は取り扱う 作業については、 平成 1 5 年 5 月 1 日以 

降、 作業主任者の 選任等に係る 規定が施行され、 エチレンオキシドに 係る改正規定が 全 

面的に適用されることとなるので、 ・監督指導に 当たっては、 当該規定の履行確保につい 

て 的確な指導を 行 う こと。 また、 鉛中毒・予防規則及 び 特定化学物質等障害予防規則につ 

いて改正を予定しているところであ り、 改正後においては、 その内容の周知に 努めるこ 

と Ⅰ 

(5) 廃棄物焼却施設に 対するダイオキシン 類対策 

    

8  特定分野における 労働条件確保・ 改善のための 監督指導等について 

10 



(1) 自動車運転者 

自動車運転者を 使用する事業場については、 引き続き、 平成 1 1 年 4 月 1 日付 け基発 

第 1 91 号旧勘車運転者の 労働時間等の 労働条件確保のための 監督指導等について」 

等に基づき、 適切な監督指導の 実施を期すこと。 

特に 、 厳しい経済・ 社会情勢 干 における事業場の 経営環境の一層の 悪化や規制緩和 

等による企業間競争の 激化等により、 労働条件の低下、 とりわけ時間外労働時間の 増加 

が懸念されることから、 次に示すところにより 対策の強化を 図ること。 

ア   

イ 

  
ウ 陸運関係機関及び 警察機関との 通報制度については、 次により的確な 運用を図る 

ナと ） 。 

( ア ) 監督機関として 通報を行 う べき事案については、 確実かつ迅速に 通報を行 うこ 

と 。 

( イ ) 陸運関係機関において、 通報事案に対する 対応が低調であ る状況が続いている 場 

合 には、 当該機関にその 理由を確認し、 必要に応じ 監 505 にて本省に報告を 行 う 

，と   

本省においては、 事案の内容に 応じ、 適宜国土交通本省に 対し照会を行 う ことと 

するものであ ること。 

( ウ ) 
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(2) 介護労働者 

・介護サービスに 従事する労働者については、 労働条件の明示、 労働時間、 安全衛生 

管理体制等において 法定労働条件が 遵守されていない 状況が認められるところであ る。 

このため、 訪問介護事業場及び 痴呆対応型共同生活介護事業場 ( グループホーム ) に 

係る労働条件の 確保について、 別途指示するところにより、 適切な取組を 行 う こと。 

また、 介護サービスを 提供する事業場 ( 障害者に対するものを 含む。 ) に係る労働条 

件は ついて問題となった 事案について、 監督復命書の 写し等の関係資料を 監 5 0 5 に 

より随時本省あ て報告すること。 

(3) 医療機関における 宿 日直勤務者等   
また、 医療機関における 宿 日直勤務者又は 臨床研修医に 係る労働条件について 問題 

となった事案について、 監督復命書の 写し等の関係資料を 監 5 0 5 により随時本省 あ 

て 報告すること。 

(4) 障害者であ る労働者 

障害者の雇用及び 労働条件をめぐる 環境は厳しさを 増しており、 障害者であ る労働 

者に係る解雇、 賃金、 最低賃金等に 関する法定労働条件の 履行確保上問題のあ る事案が 

増加するおそれがあ る。   
  

12 
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の観点からも、 職業安定機関、 都道府県等の 関係 打 改機関との積極的な 連携に努めるこ 

と。 

@ ノ 

9  最低賃金の履行確保に 係る監督指導について 

平成 1 4 年度における 地域別最低賃金は、 改定がなされず、 スは 、 改定された場合で 

あ ってもその引上げ 額は僅少なものとなったところであ る。 一方、 パート労働者が 増加 

し 、 賃金水準は低下傾向にあ る。 このような状況を 踏まえ、 平成 1 5 年度の最低賃金の 

履行確保に係る 監督指導については、 平成 1 4 年度に実施した 監督指導の結果を 分析 

し 、 対象とすべき 事業場及 び 投入すべき業務量について 十分な検討を 行うこと。 また、 

平成 1 5 年度の最低賃金額の 改定内容が明らかとなった 時点においても、 必要に応じ 監 

督 指導計画の見直しを 行 う こと。 

10  監督指導業務の 運営について 

(1) 企業経営や労働条件を 取り巻く環境が 厳しさを増している 中にあ って、 臨検監督が 

行われる事業場の 労働者においては、 この機会に適切な 指導が行われるよう 労働基準 

監督官 ( 以下「監督官」という。 ) に大きな期待を 持つ一方、 当該事業場の 使用者にお 

いては、 監督官の指導に 対しこれまで 以上に厳しい 姿勢をもって 対応しょうとするこ 

とが考えられることも 念頭において、 次に示すところに よ り、 従来以上に適切な 監督指 

導の実施を期すこと。 

ア 監督指導に際しては、 重点事項のみならず 一般労働条件及び 安全衛生に係る 労働 

実態を全般的に 確認し、 法違反に対しては 厳正な措置を 徹底するとともに、 併せて、 

遵法状態の定着のために 改善すべき事項についても 懇切な指導を 行 う等 、 幅が広く 、 

  厚みのあ る監督指導を 実施すること。 

このような観点から、 署 管理者は、 監督復命妻の 決裁においてその 内容も十分点検 

し、 法違反の指摘がないものあ るいは僅少なものがこれまでの 経験からみて 多い場 

合 、 適用条文に疑義があ る場合、 過重労働通達等各種対策において 指示されている 措 

置が確実に行われていない 場合には、 必ず、 監督指導を実施した 監督官に対し、 直接 

事情を確認の 上、 必要な指導を 行 う こと。 また、 地方労働基準監察監督官において 
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11  司法処理について 

(1) 厳正かつ積極的な 司法処理 

監督機関が 、 法を逸脱する 事業場に対して 行政指導たる 是正勧告等を 行い、 一定の 

行政目的を果たし 得るのは、 その背景に司法処分という 最終的かっ強力な 権 限を有し 

ているためであ る。 このため、 監督機関としては、 司法処理に対する 厳正かっ積極的な 

取組を行 う 必要があ るが、 ・その状況をみると、 未だ監督官一人当たり 年間 1 件に満たな 

い 司法処理の状況が 続いているところであ る。 

特別同法監督官は 、 自ら司法事件を 処理することを 本務としているものであ るので、 

捜査に特別の 知識と経験を 必要とする事件、 社会的に影響の 大きい事件その 他の重要 

な事件がない 場合であ っても、 これに拘泥することなく、 自ら積極的に 司法処理に努め 

ること。 
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(2) 迅速な処理   

司法事件の迅速処理については、 これまで繰り 返し指示してきたところであ るが、 な 

お司法処理に 長期間を要している 事案が少なからず 認められるところであ る。 

このため、 署においては、 管理者が、 捜査の進捗状況を 常に把握し、 組織的な対応に 

より迅速な処理を 図ること。           
    

12  労働基、 準行政情報システムへの 入力について 

労働基準行政情報システム ( 以下「システム」という。 ) への入力に当たっては、 次の 

事項に配意すること。 

(1) 過重労働対策において、 労働安全衛生法第 66 条第 4 項の健康診断の 受診指示を行 

っ た場合には、 当分の間、 署に連絡の上、 署において臨検監督を 実施したものとして 監 

督結果等情報の 入力を行い、 「参考事項・ 意見」にそのような 処理を行った 旨を記載す 

ること。 

(2) 司法事件情報新規登録に 当たっては、 例えば、 いわゆるサービス 残業について 送検 

な 行った場合には、 労働基準法第 37 条を主条文とする 等当該事件の 内容を最も端的 

に 表す法条項を 検討の上、 これを 主 条文として入力すること。 

また、 司法事 4 牛の送検法条項をシステムに 入力する際に、 違反法条項の 入力誤りが相 

当数見られるので、 正確な入力を 期すこと。 

13  その他 

(1) 労働契約等に 係る改正労働基準法の 周知 

労働者が多様な 働き方を選択できる 環境を整備するとともに、 働き方に応じた 適正 

な 労働条件の確保等が 図られる よう 、 労働契約や労働時間に 関する制度の 見直しを内 

容とする労働基準法の 一部改正法案を 今通常国会に 提出する予定であ り、 同法案の成 

立 以降は、 その円滑な施行に 向け、 別途指示するところにより、 第 3 四半期を中心に 、 
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改正内容の周知のための 集団指導、 説明会等を実施すること。 

(2) 会社更生法の 改正に伴 う 社内預金の保全額の 取扱い 

社内預金については、 会社更生法上、 預金額の全額を 優先的な弁済が 行われる共益債 

権 とすることとされているが、 同法の改正に 伴い、 平成 1 5 年 4 月 1 日よりこれが 一定 

の 範囲に限定されることとなることから、 B り途 送付するリーフレソトを 活用し、 預金管 

理状況報告の 受付時等の機会をとらえ、 この点についての 周知を行うこと。 

(3) 申請・届出等手続に 係るオンライン 化について 

周尺 ぴ 署への各種申請・ 届出等手続については、 新たに開発する「申請・ 届出等処理 

支援システム」により、 平成 1 6 年 3 月からその全手続についてインターネット 等を利 

用した受付の 処理を開始する 予定であ るので、 別途指示するところにより 的確な対応 

を 図ること。 

(4) その他 

ア 報告例規に定めるもののほか、 平成 1 5 年 ( 度 ) における監督指導活動につい 

て、 次により、 各報告様式に 記載している 報告期日までに 報告すること。 

( ァ ) 最低賃金の履行確保を 主眼とする監督指導結果 ( 別紙 1) 

( ィ ) 外国人労働者に 係る申告処理状況 ( 別紙 2) 

( ウ ) 外国人労働者相談コーナ 一における相談状況 ( 別紙 3) 

( ェ ) 技能実習生受け 入れ事業場に 対する監督指導結果 ( 別紙 4) 

( オ ) 人事関係書類の 適正化指導結果 ( 別紙 5) 

( 力 ) 平成 1 5 年度自主点検実施計画 ( 別紙 6) 

イ その他、 特に監督指導結果、 自主点検結果等の 取りまとめを 行った場合は、 これ 

を情報として 本省へ報告すること。 
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本報告は、 最低賃金の履行確保を 主眼として計画的に 実施した監督について 作成すること。 したがって 、 

上記以外の監督を 実施して億集注違反が 判明したもの、 申告監督及び 再 監督は含まない。 

地域別 最 賃の柑には、 地域別異 賃 のみ適用される 事業揚の件数及び 人数を計上すること。 

新産業別最 賃の 「 法 第 5 条違反事業場数」及 び 「最低黄金未満の 労働者総数」何の ( ) 内には、 年齢、 

業務等の除外により 地域別 最賃 又は従来の産業別最 賃 のみの違反があ ったものを内数として 計上すること。 

従来の産業別良賈 の 「 法 第 5 条違反事業場数」及び「最低賃金未満の 労働者総数」棚の ( ) 内には、 年 

偉 、 業務等の除外により 地域別車賃のみの 違反があ ったものを内数として 計上すること。 

本報告は、 局 賃金訳 室 において集計し、 本省賃金時間 提 あ て報告すること。 

報告期日 平成Ⅰ 6 年 1 月 2 3 日 
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技能実習生受入れ 事業場に対する 監督指導結果 
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